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　東北地方整備局 建政部 建設産業課

☎０２２－２２５－２１７１(代)

　　　　　　　　　　 建設業係 または 資力確保指導係

＜お問い合わせ＞

（令和２年１０月１日施行）

事業承継・相続について（建設業法第１７条の２，３）

（２）建設業に関し５年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者（経営業務を執行する権
　　限の委任を受けた者に限る）として経営業務を管理した経験を有する者

（２）５年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、２年以上役員等としての経験を有す
　　る者

健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、建設業者がその加入義務が課されている保険に加
入しているものであること。

適切な社会保険に加入していること。

常勤役員等のうち１人が次のいずれかに該当する者であること。

（１）建設業に関し５年以上経営業務管理責任者としての経験を有する者

（３）建設業に関し６年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責
　　任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

常勤役員等のうち１人が次のいずれかに該当する者であって、かつ建設業における財務管理、労務
管理及び業務運営の業務経験を５年以上有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそ
れぞれ置くものであること。

（１）建設業に関し、２年以上役員等としての経験を有し、かつ、５年以上役員等又は役員等に次ぐ職
　　制上の地位にある者（財務管理、労務管理、又は業務運営の業務を担当するものに限る）として
　　の経験を有する者

常勤役員等の体制が一定の条件を満たし、適切な経営能力を有すること（下記いずれかの
体制を有すること）。

経営業務の管理を行うに足りる能力を有するものについて（建設業法第７条）

建設業者のみなさんへ 

http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/

建設業許可に係る改正事項について

※新しい申請書様式は、東北地方整備局ホームページに掲載しています。

　これまで「経営業務管理責任者」として個人の経験により担保していた経営の適正性を、建
設業者の体制により担保することとした（下記の１，２の要件を満たしていることが必要）。

　これまで建設業者が事業の譲渡、会社の合併、分割を行った場合、譲渡、合併、分割後の
会社は新たに建設業許可を取る必要があり、許可が出るまでの間建設業を営むことができな
いという空白期間が生じていたが、今回の改正で事業承継等の規定を整備し、事前認可の手
続きを行うことで円滑に事業承継等をすることが可能となった。

※建設業許可事務ガイドラインも改正されておりますのでご確認ください。

http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/

